
令
和
二
年
一
月
三
十
一
日
受
領 

答

弁

第

七

号 
   
 

内
閣
衆
質
二
〇
一
第
七
号 

 
 
 
 

令
和
二
年
一
月
三
十
一
日 

内
閣
総
理
大
臣 

安

倍

晋
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衆

議

院

議

長 
大

島

理

森 
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衆
議
院
議
員
櫻
井
周
君
提
出
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
誹
謗
中
傷
行
為
が
実
質
的
に
野
放
し
に
な
っ
て
い
て
被
害
者
が
泣
き

寝
入
り
を
強
い
ら
れ
て
い
る
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

 
 



 

 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
櫻
井
周
君
提
出
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
誹
謗
中
傷
行
為
が
実
質
的
に
野
放
し
に
な
っ
て
い
て
被
害
者
が

泣
き
寝
入
り
を
強
い
ら
れ
て
い
る
問
題
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
裁
判
手
続
き
の
簡
素
化
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
趣
旨
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
民
事
訴
訟
法
（
平
成
八
年
法
律
第
百
九
号
）
第
二
百
四
十
八
条
は
、
「
損
害
が

生
じ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
損
害
の
性
質
上
そ
の
額
を
立
証
す
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
き
は
、

裁
判
所
は
、
口
頭
弁
論
の
全
趣
旨
及
び
証
拠
調
べ
の
結
果
に
基
づ
き
、
相
当
な
損
害
額
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と

規
定
し
て
い
る
。 


